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札幌地域労組の事務所には、今日も働く人たちからの相談が寄せられている



2019 年８月 29 日（木）、今年も例年通り、学生を引率して札幌地域労組の事務所を訪
問した。労働法に加えて、労働組合あるいは労使関係をリアルに学ぶためである。講師は
鈴木一氏（札幌地域労組副委員長）で、今年、題材に取り上げていただいたのは、2018
年末に札幌地域労組が組合を結成した北海道大野記念病院（以下、大野記念病院）の事例
である。
労働組合・労使関係の重要性については大学の講義でも話はしているが、やはり百聞

は一見にしかずで、労働組合の方からお話を聞くのが理解を深めるのに適していると考え
ている。
就職状況の改善がうたわれている―もっとも、そのこと自体、冷静に分析する必要

がある―が、一方で、若者がおかれた労働環境は相変わらず厳しい、と卒業生の姿を見
ていると思う。労働組合や労使関係を知る・学ぶ・考える機会を在学中に多くの学生に持
って欲しい。そのような思いでこの教材を作成した。
この教材は、当日の鈴木さんのお話を再構成して作成した。法律の条文や、私（川村）

の強調したいことをコラムで加筆させていただいた。ご活用いただけると幸いである。
北海道大野記念病院支部のみなさん、鈴木さんにこの場を借りて感謝申し上げます。

川村雅則（北海学園大学）

札幌地域労組における、労働法と労働組合を学ぶ講話
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　札幌地域労組はどんな組合？

　みなさん、はじめまして。私は、札幌地
域労組という労働組合で、労働組合の仕事
を専門でしています。こういうのを専従職
員と言います。
日本の場合は、労働組合のほとんどは会

社の中にあります。そして、大企業や公務
員の職場の多くには労働組合があります。
ただ問題は、組合がちゃんと機能して

いるかどうかです。大企業で不祥事が相次
いでいます。企業が悪いのは当然ですが、
労働組合が監視して止めることができてい
ないのも問題なのです。
うちの組合員の構成は、地元の中小企

業で働く人たちが中心です。
日本全体で言えば、中小企業には組合

がほとんどありません。統計上、ほんとに
数パーセントです。ただ中小企業だからと
いって労使間でトラブルがないわけではな
く、むしろ小さな会社ほど、「俺が法律だ」
といった感じで社長が君臨していたりす
る。そこでトラブルを経験してうちに相談
にくるわけです。
うちは駆け込み寺と言われています。

もともとは札幌からの相談が多かったので
すが、今はもう全道各地から様々な相談が
きます。その中で、条件がうまくそろえば
労働組合を作って職場を改善していきます
し、そういう余裕がなければ個別対応で当
事者を救済します。

　労働組合を何のために学ぶの？

わたしもそうですけれども、学生時代、
学校での勉強が一体何の役に立つんだろう
と思うことや思ったことはありませんか。
卒業するためには単位をとらなきゃしょう
がないかと自分で納得させたりね。
でも私がこれからする話は、学校の単

位がどうのこうのではなく、長い職業人生
の中で役立つ話になると思います。私たち
は、働いて食べていかなければなりません。
食べるために働く。60 歳とか 65 歳まで、
最近では、70 歳までは働きなさいという
社会状況になっています。それだけの期間
を過ごす職場で、トラブルを経験しないこ
とはおよそ考えられない。
希望をぶち壊すようなことを言ってし

まいますが、労働条件で何も問題ない企業
はない。程度の差はあれども、どの企業も
ブラックだと思って就職したほうがよい。
駅前にある立派な高層ビルに入っている企
業しかり、安定と言われている公務員の職
場もしかり。そういうところからもメンタ
ルの相談がきます。
だから皆さんが知るべきは、トラブル

に遭遇したときそれをどう乗り越えていく
かということです。本日の報告には「職場
の護身術」とタイトルをつけました。学ん
でおくことは、海や川にどぼんと落ちたと
きに、救命胴衣をつけているかどうかぐら
いの違いがあります。そのことを本日、お
伝えしたい。ぜひ皆さんの親兄弟や親戚で
困っている人がいれば、皆さんから周りに
も伝えて欲しい。
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基本給

看護師（大学卒）210,400円～
保健師・看護師（短大・看護専門学校卒）208,400円～

【想定年収モデル】
経験 ５年目　470～ 510万円
経験 10年目　510～ 540万円
経験 15年目　540～ 580万円

賞与 年２回（６月・12月）

昇給 年１回

手当等
燃料手当　120,000円（世帯主）、80,000円（一人暮らし）、40,000円（非世帯主）
夜勤手当　 15,000円 /１回
社会保険：あり /退職金：あり（３年以上の勤務の場合）/交通費：あり（上限 30,000円）

勤務時間
【日勤】８:45～ 17:15（休憩 60分）【夜勤】16:45～ 09:15（休憩、仮眠含む 120分）
【早出】７:30～ 16:00（休憩 60分）【遅出】11:30～ 20:00（休憩 60分）

休日
４週８休制（祝日休みあり）
有給休暇   （初年度～２年未満は 10日間）
ゆとり休暇（有給休暇の他に３日間のお休みとれます）

福利厚生

退職金制度：あり（３年以上の勤務の場合）
保 養 施 設：あり（ニセコ、ひらふスキー場そば「イヴ 2000」）
行 事：あり（歓迎会・花見・観楓会・忘年会　等）
託 児 所：あり（対象年齢２ヶ月～６歳まで・学童・夜勤時は無し・土日運営有り）
利 用 料 金：17,000円・別途おやつ代１日 50円×日数

　北海道大野記念病院で労働組合を結成

昨年〔2018 年〕の暮れ、大野記念病院
という、北海道でも割と大きな病院で労働
組合を作りました。
このときの経験に基づきながら、労働

組合の仕組みや機能について話をしようと
思います。事例を使って具体的に話をした
ほうが分かりやすいと思いますので。
ただ、最初に断っておきますが、ここ

の病院が特別に悪い職場だとかそういうこ
とでは全くありません。むしろ、ここは良
心的な職場だといってもよいぐらいです。
その証拠に一例をあげると、「ゆとり休暇」

という、法律で義務づけられた以上の休暇
がここの職場では設けられています。
ただ、そういう職場でも、困ったなぁ、

どうしようかなぁという事態は発生しま
す。そういうのをどう解決するか、このと
きの経験に基づきながら話を進めていきま
しょう。

�大野記念病院の看護師の採用条件・
労働条件

　これは、大野記念病院の看護師さんの採
用条件・労働条件です。病院のホームペー
ジに掲載されていました。

表１　大野記念病院の看護師の給与等

出所：大野記念病院ウェブサイトより〔2019 年 9月 1日確認〕。
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　看護師は専門職ですから、皆さんが大学
を出てサラリーマンとして就職するよりは
給料が高いです。特に今は看護師不足です
から賃金は少し高めです。
表の「想定年収モデル」でも、結構な

金額ですよね。もちろんこれは、最大限盛
っている。つまり、夜勤などもフルにする
ことを前提に計算しているのだと思います
が、それでもこの位の賃金は保障されると
書かれている。
ちなみに、こう詳しく書かれていると、

子どもは何人育てられるとか、ローンを組
んで家を建てられるとか、将来設計ができ
ますよね。賞与も年に２回あって、昇給も
あって、諸手当もある。
勤務時間については、病院ですから、日

勤、夜勤、早出、遅出と複雑ですよね。

退職金引き下げの提案が労組結成の
契機

ことの発端は退職金の引き下げの提案
が使用者側から行われたことにありまし
た。
その前にまず、退職金制度について確

認をしておきましょう。
まず第一に、退職金の支払いは法律で

義務付けられているわけではありませんの
で、制度がなくてもそのことで違法にはな
りません。
第二に、退職金制度で確認しておくべ

きは、支給される金額が退職の理由で大き
く異なるケースが多いことです。端的に言
えば、自己都合で辞める場合と、会社都合
で辞めなければならない場合とでは、大き

な差があります。
皆さんも、どの位の年数を働いたらど

の位の金額が支給されるかを、会社に入っ
たら確認することをおすすめします。それ
なりに働けば三桁の 100 万円単位で支給さ
れるわけですから、人生設計を考える上で
も重要です。
さて、この病院で起きたのはこういうこ

とです。時期的には去年の 11 月ぐらいに、
経営者側が職員を集めて、退職金規定を変
更したいという説明会を開きました。今ま
での退職金規定では、自己都合で辞めよう
が―つまり、結婚退職で辞めようが、別
の病院への移動を希望して辞めようが、退
職金は満額支給されていました。一般的に
は先ほど言ったように、自己都合退職の場
合には減額されるところが多いです。中に
は、半額にするとか、ひどい企業では４分
の１に削るところもあります。
ここで重要なのは、そういう差をつけ

ること自体は違法ではないのです。最初か
らそういうルールで決まっていたら問題で
はないのです。だからこそ、退職金が出る
か出ないかだけではなく、どういう条件が
設定されているかまでを確認しておく必要
があるのです。

�労働条件の不利益変更は使用者が自
由に行えるわけではない

大野記念病院の退職金規程、つまり、自
己都合退職でも金額が減らされないという
条件は、働く側にとっては有り難いもので
すが、経営者にしてみれば、なんとか見直
しをしたい、よそと同じにしたい、と思っ
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たのでしょうか。それで、今後は、自己都
合の場合は退職金を減額します、具体的に
は、約６割にまで減額する、という提案を
してきた。今まで 100 万円が支給されてい
たのが 60 万円に減額されるということで
す。勤続年数が長くなればなるほど退職金
は増えていきますので―例えば、仮想モ
デルで、20 年で 500 万円の支給というケ
ースで考えると、300 万円への減額になる
わけですから、働く側にとっては大きな痛
手です。
こういうのを、労働条件の不利益変更

と言います。
大野記念病院がまだ良心的であったの

は、職員を集めてちゃんと説明会をした点
です。ちゃんと説明をした上で変更しなけ
ればならない、という意識は持っていたわ
けですね。ひどい会社では、労働者への説
明など一切せずに一方的に変更をしてきま
すから。そういうケースを私は相談でたく
さん見てきました。みんなが知らないうち
にルールが変わっている、こういう話は結
構あるのです。
その点でここの病院は、対応はそれな

りのことをした。遅番、早番、夜勤など複
数の勤務シフトにあわせて、説明会を何回
かに分けて開催しています。

退職金切り下げの理由は経営難とい
うことだったのだが、、、

退職金の不利益変更をなぜ提案してき
たかと言うと、彼らの説明によれば、経営
難で経営者が変更したことをきっかけにし
ているのです。つまり、ここの病院が、ち

ょっと経営が芳しくないということで、釧
路の、もっと大きな医療法人に経営者が変
更になり、そちらの病院の基準に退職金の
ルールを合わせるということになったので
す。自己都合退職でも退職金が満額支給と
は、あなたたちのところは高すぎますよ、
と新オーナーは思ったのでしょうかね。
でも、確かに経営は厳しいのかもしれ

ないけれども、職員にしてみれば、それっ
て、自分たちのせいではないですよね。そ
れなのに自分たちが想定していた退職金が
減らされる。とくに 10 年も 20 年も働いて
いる人たちにしてみれば、自己都合を選択
すれば、100 万円、200 万円という単位で
お金が減らされるわけですから、当然、看
護師さんたちを中心に反発が出ます。
そして、説明会で質問をするわけです

が、今度は使用者側もだんだん苛立ってき
て、「何度言ったら分かるんですか！」み
たいな対応になってくる。そうなると、質
問なんかできなくなりますよね。皆さんも
リアルに想像してみてください。それこそ、
病院内では偉いとされている人たちが来て
説明をしているわけですよ。そして、「そ
んなに文句があるならよそへ行けばいいだ
ろ」みたいなオーラを出してきている中で、
皆さんなら頑張れますか？　これが組合の
ない職場での限界なのです。

労働組合（過半数組合）のない職場で
の不利益変更への対応

退職金引き下げという、労働条件の不
利益変更に対して、大野記念病院の労働者
側の代表には、就業規則の変更に伴う意見
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書の提出が繰り返し迫られていました。
労働基準法では、就業規則の作成時や

変更時には労働者代表の意見聴収が義務付
けられています。この労働者代表の選出方
法はあとで説明します。
今回のケースでは、労働条件の不利益

変更なので、労働者側は当然、変更に反対
だったわけですが、ここには落とし穴があ
って、たとえ反対であっても、意見書を出
してしまったら、それでもう終わりなので
す。使用者側は、労働者代表の文書を取り
付けさえすればよい。就業規則の変更手続
きはこれで終わりです。そして不利益に変
更されてしまう。もちろんそんなことは、
当時、働く側は知りもしなかった。
今回のケースがぎりぎりセーフだった

のは、なんでこんなに急がされるんだ、こ
れはどうもおかしいのではないか、とみん
なが気付いて、誰かに相談しようとなって、
我々につながったことです。繰り返しにな
りますが、意見書を出した時点でアウトで
す。変更手続きには同意したとされてしま
う。

アルバイト先・勤め先の就業規則は
しっかりと確認を

ここで、就業規則の説明を簡単にして
おきましょう。
就業規則とは、いわば職場のルールブ

ックです。従業員を 10 人以上雇う場合に
は必ず作成して、労基署に届け出なければ
なりません。労働基準法で義務づけられて
います。10 人の中には皆さんたちアルバ
イトも当然、入ります。皆さんたちのバイ

ト先の多くは従業員が 10 人以上ではない
でしょうか。であれば、コンビニだろうが
居酒屋だろうが、就業規則がなければなら
ないのです。
作って届け出る義務に加えて、労働者

に周知をする義務があります。
よくあるパターンは、作成はするけれど

も、社長の机の中や労務担当の課長の机の
中にしまっているというケースです。これ
では周知したことになりません。理想は一
人ひとりの従業員に配布することですが、
休憩室などに置いておくことでもよいでし
ょう。
　就業規則本体ではなく、例えば賃金や退
職金などは別の規定で定めていることも多
いです。そういうのも全部含めて就業規則
と言います。就業規則本体だけでなく、就
業規則から枝分かれした、別に定められた
規定にも目を通しておくことが必要です。
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【ここがポイント：就業規則を見たことはありますか？】

　面接のときに約束された昇給がいつまで経っても実現しない、とか、友達に教わった有給休暇
を取ろうと思ったのだけれども雇用契約書には何も書かれていない―こんな質問を受けること
が多い。そういうときには、労働条件に関する詳細が書かれた、いわば職場のルールブックであ
る就業規則を見てみることをおすすめする。
　学生の皆さんは、就業規則を見たことがあるだろうか。私（川村）の講義では、雇用契約書、
就業規則、36協定書の閲覧を課題にしている。そもそも就業規則は周知されていなければならな
いと労基法では定められているのだから、簡単に見ることができなければおかしいのであるが、
実際には、「金庫に入っているので無理」、「本社に問い合わせなければならない」、「今忙しいか
らまた今度〔しかし次のバイトのときも同じ対応ではぐらかされる〕」といった対応を受ける学
生が少なくないようである。中には、威圧されたり、怒られたという話まで聞くと暗澹たる気持
ちになる。
　もちろんその一方で、そういった知識があることを評価してくれたり、分からないことがあれ
ば何でも聞くように、と言ってくれる店長さんや社員さんもいるようで、そういう大人の存在を
嬉しく思う。
　学生アルバイトの本業はもちろん学業である。しかし働いているときは労働法で保護される労
働者であるのは間違いないのであるから、アルバイト経験を通じて労働法・制度を学ぶよい機会
になればと思う。

労働基準法第89条　常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規
則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、
同様とする。
一�　始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業さ
せる場合においては就業時転換に関する事項

二�　賃金（臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。）の決定、計算及び支払の方法、賃
金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

三　退職に関する事項（解雇の事由を含む。）
三の二　�退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計

算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四　�臨時の賃金等（退職手当を除く。）及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関
する事項

五　�労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事
項

六　安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七　職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八　災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九　表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十　�前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合にお
いては、これに関する事項
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�あらゆる労働条件は労使が対等の立
場で決めるもの

使用者は就業規則を一方的に不利益に
変更できません。今回の退職金の減額提案
もそうです。不利益変更を使用者側は自由
勝手に、一方的にできるものではない、と
いうこのことをぜひ覚えておいてくださ
い。
次に労働条件という言葉を解説します。

労働条件とは、賃金や労働時間だけではあ
りません。職場のあらゆる条件や環境を含
みます。例えば、パワーポイントを使うの
に今は電気を消していますが、暗い、明る
いなど職場の照明も含みます。暑いとか寒
いとかの温度環境も含みます。全て労働条
件です。
一昨日、ある保育園職場の団体交渉に

行ってきました。すると、そこの休憩室の
床が冷たいんですよ。夏場は涼しくてよい
のですが、冬は、お弁当を床に置いておい
たら凍るんじゃないかというくらい冷え
る。みんなが体を休める休憩室なのですか
ら、そういう状況は改善してくださいと伝
えました。他にも、職場で支給されている
エプロンが古くなって汚れてぼろぼろにな
っているので、これも替えてください、と
伝えた。
そんな細かいことまで労働組合に言わ

れたくないと園の側ではぶつぶつ言ってい
たみたいです。組合が言わなくてもちゃん
と対応してくれる職場であれば問題ないの
ですが、そういう職場ばかりではありませ
ん。だから労働組合が必要なんです。それ
から最近ですと、パワハラやセクハラが深

刻な問題になっていますが、こういうのも
含めて労働条件と言います。
ここで強調したいことが、以上に述べ

たこの労働条件は、労使対等で決められる
ということです。これを労働条件決定にお
ける労使対等の原則と言います。労働法で
該当する条文をご紹介しておきます。

　労働基準法第２条　労働条件は、労働
　者と使用者が、対等の立場において決
　定すべきものである。
　労働契約法第３条　労働契約は、労働
　者及び使用者が対等の立場における合
　意に基づいて締結し、又は変更すべき
　ものとする。

労基法では労働条件となっていて、労
契法では、労働契約はとなっていますが、
意味は同じだと理解して構いません。
ちなみに、労働契約とは、契約書がな

くても、口頭で契約された内容とか、求人
情報に書いてあった内容なども、労働契約
になる点も覚えておいてください。

絵に描いた餅を食べられる餅にする
のが労働組合

もっとも、皆さんの御両親、あるいは、
アルバイト先で働いている人たちに、こ
の、労働条件の労使対等決定の原則を説明
してみてください。みんなきょとんとなる
と思います。お前は何を馬鹿なことを言っ
ているのだ、と言われるかもしれない。そ
のくらい日本の人たちは、会社の言うこと
が絶対で、自分たちにモノを言う権利など
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ないとはなから諦めて働いているのが現実
です。
確かに、こうして法律の条文になって

いても、これは絵に描いた餅です。その意
味では、先ほどあげた日本の労働者の反応
は間違っていない。
残業代を払って欲しい、有給休暇を取ら

せて欲しい―こういう相談は私たちのと
ころに本当にたくさんきます。しかし、こ
れは違法だと個人が一人で指摘すれば、「文
句があるなら明日から来なくていい」と社

長に返される。
　クルマを運転する人なら分かると思いま
すが、道路標識に 40km/h と書かれていて
も 40km/h で走っている人なんてほとんど
いない。50km/h、60km/h で走っている人
がほとんどではないでしょうか、法律通り
40km/h で走ってたら、後ろから煽られて
しまう。現実社会における、違法が当たり
前のこうした状況を変え、そして、労使の
圧倒的な力の差を対等にしなければならな
い。それができるのが労働組合なのです。

図１　団結権・団体交渉権・団体行動権

法律上は、労使対等とは言うものの、、、
これが職場の労使関係の現実

使用者 労働者

労働組合は職場の
この現実をこう変える

２．団体交渉する権利

使用者 労働組合団体交渉

１．団結する権利

使用者 労働組合

３．団体行動する権利

使用者

争 議 行 為
ストライキなど

出所：鈴木一氏作成。

　労使対等を実現する団結の「剣」と書き
ました。本来の団結権の「けん」は権利の
権ですが、泣き寝入りをせざるを得なかっ
た現実を変える武器、剣でもあります。

皆さんが教科書で学んだ労働三権。１
つ目は、団結する権利。労働組合を結成す
る権利です。
２つ目は、団体交渉権。組合を作ると

　労使対等を実現する団結の「剣」
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組合結成集会

使用者側に団体交渉を求めることができま
す。使用者側はこれを断ることができませ
ん。忙しいからとかハラが痛いからとか拒
否できません。必ず応じなければ、労働組
合法という法律に抵触します。ですから、
悪徳経営者であっても、組合結成の通告と
団体交渉の申し入れを行えば、さすがに応
じないことはない。これは、労働組合にし
かできないことです。
３つ目が団体行動権です。抗議行動や

ストライキ。これは使用者に対して、集団
で圧力をかける行為です。労働組合以外の
団体が行えば、犯罪になります。社長が気
に食わないからと取り囲んだり自宅に押し
かけたら犯罪になります。強要罪、威力業
務妨害、脅迫罪、あるいは、道路で騒げば
道交法違反になりますかね。
しかし、使用者側が労働者の要求にま

ったく応じない場面などで、労働組合が正
当な行為として行うときには、集団で圧力
をかけても合法になります。もちろんやり
方はありますが。
　こうした、日本国憲法の第 28 条に書か
れた労働三権は、世界の共通ルールです。
独裁国家などでは守られていませんが、世
界の労働者が闘って築いてきた権利です。
権利がまだ確立されていないときには、み
んなで抗議行動をしたりストライキを打っ
たら、そのたびに指導者が縛り首になった
り刑務所にぶち込まれたり、そういう歴史
を経て制度化されてきたわけです。この労
働者の権利は世界共通ルールだということ
をぜひ覚えてください。

意見書を提出してしまったらアウト
のところで組合結成（滑り込みセーフ）

話を大野病院に戻しましょう。これは
大野記念病院で労働組合を結成したときの
写真です。
写っているのは看護師さんや薬剤師さ

んなど専門職の人たちです。そして、この
日は、クリスマスの日なんですよ。この仕
事を私は 30 年ほどやっていますが、クリ
スマスの日に組合を結成したのは初めてで
す。それだけ対応を急いでいたわけです。
就業規則の不利益変更がされてしまう

と、これをひっくり返すのは本当に大変で、
裁判をやることも念頭におきながら何年も
かけなければならなくなる。ですから、な
んとかその前に、野球で言えば、滑り込み
セーフで組合を結成しました。
組合結成と言っても、最初は本当に少

数の人だけ。ここは600人位の職場ですが、
最初に組合に入ったのは 10 人程度。です
から、10 ／ 600 の力です。
それでもすごいのは、組合を作りまし

た、就業規則の不利益変更はやめてくださ
い、と 10 ／ 600 の力で伝えただけで止ま
るんです。極端な話、組合員がたった１人
でも、私たちのところに加入してくれれば
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組合結成を通告

止められる。600 人のうち 599 人が無関心
だったり、仕方が無いとあきらめていても、
たった一人が異議を唱えると止められる。
ギアに小さな砂粒が挟まって止まるような
ものです。
　ゆくゆくは多数派にする必要があります
が、最初は少人数でもいいので、旗を揚げ
て不利益変更をとにかく止めるぞ、という
作戦です。ちなみに結成集会に集まったの
はたったの 5, ６人です。病院側にも見ら
れることを前提にしていますから、この写
真のアングルには気を遣いました（笑）。

　貴法人におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
　さて、この度、貴法人が雇用する職員が労働組合を結成したことを通知します。当組合は、民
間企業で働く約2200名（約80支部）の労働者で構成する、労働組合法上の法内組合です。したが
いまして、当組合は、貴法人に対し、組合員の労働条件の一切について団体交渉を求める権利を
有しております。尚、労働組合法第７条で禁じられている不当労働行為などが発生すると、やむ
を得ず法的処置を講ずる場合もありますので、そのような事態が発生しないようご配慮をお願い
ます。
　労働組合との対応に不安がある場合は、労使問題に精通した弁護士に相談されることをお薦め
します。
　法人、組合双方とも職員が気持ちよく仕事のできる職場作りを願っている点では一致しており
ます。ついては、無用のトラブルを極力避け、法人と組合の信頼関係を確立しなければならない
と考えております。
　故に、未然に紛争の防止をはかり、平和的かつ円満な労使関係実現のため、当労働組合に対す
るご理解、ご協力をお願い申し上げます。

　組合役員及び、当組合の連絡先は下記の通りです。本件について不明な点がございましたら、
本件窓口担当の書記次長・三苫（電話011－756－7790）までご連絡ください。

組合結成通知書

資料１　労働組合の結成通知書（一部）

注１：本体部分のみを掲載。
注２：�不当労働行為の発生を防止するために、通知書とセットで使用者に渡している文

書「労働組合法についてのお願い」は割愛。

組合結成の通告、団結権と団交権の
おさらい

組合結成の翌日には、組合結成通知書
（資料１を参照）を持って病院に行きまし
た。こういうときにアポはとりません。ア
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団体交渉

働者側の要求に応じられないとすれば、な
ぜ応じられないかを説明する。誠実に対応
する義務が使用者側にはあります。

良心的な弁護士の存在にも恵まれ、
労働組合の力で退職金の引き下げ提
案は撤回される―労働組合の威力

これは大野病院の団体交渉の写真です。
団交を何回か繰り返して落ち着いてきたこ
ろです。多いときには我々の後ろに 20,30
人の傍聴者がいます。
使用者側で交渉に出てきているのは、組

織で一番偉い理事長ではありませんが、事
務局のトップの事務局長さんですね。それ
から、ここの３人は弁護士さんです。３人
も弁護士が出てくるんですよ。素人ならそ
れだけでビビってしまいますよね。
会社側の弁護士に関して一言だけ言っ

ておくと、今回の弁護士は、札幌弁護士会
の会長経験者や労働法にちゃんと理解のあ
る方々なので問題なかったのですが、とん
でもない弁護士もいるのです。労働法が分
かっていなかったり、分かっていても、わ
ざと炎上させるような発言をする弁護士も
いる。会社側の何が悪いんだ、文句がある
なら裁判でも何でも起こせばいいだろみた
いなことを言う弁護士もいる。弁護士バッ

ポをとると逆に逃げられてしまう。一般的
には、いわゆる労務担当の総務部長さんな
どに会って、この書類を渡します。
　少しおさらいすると、組合結成の手続き
としては、まずみんなが集まって自主的に
組合を作る、そしてそのことを使用者に通
知する。その際に、かくかくしかじかのこ
とを要求します、と要求書をつける。今回
の場合で言えば、就業規則の不利益変更を
しないこと、万が一強行したら裁判でその
ことを争います、と釘を刺します。
　こういう組合結成通知書の書式も、私た
ちのパソコンの中に入っています。あとは、
当該の職場の事情に合わせて、文章をアレ
ンジするぐらいです。
一般の労働者がこういう文書を作成し

たり交渉を行うのは無理ですよね。最初は
みんな素人なのですから。しかも、会社側
が弁護士をつけてくるなどしたら太刀打ち
できないでしょう。
その点で我々はプロフェッショナルで

すし、つきっきりで皆さんをサポートしま
す。労働組合を結成し組合員になったから
といっても労働法のプロになる必要はない
のです。
２つ目の団体交渉をする権利について

は、こういう文書でまずは要求を行います。
今回の場合で言えば、退職金の不利益変更
をやめて、今まで通りを維持すること、で
すね。一般的には、春の時期になると「春
闘」といって、給料を上げてくださいとか、
パートの時給を上げてくださいとか、そう
いうことを要求します。
　使用者側は交渉に応じた上で、仮に、労
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組合会議

ジを着けているからといっても、みんなが
正義の味方というわけではない。
その点では今回は本当に良心的な弁護

士が出てきた。それこそ開口一番「ああ、
これは組合さんの言う通りで、不利益変更
に該当するから、これはできませんね」と
言ってくれた。ですから、第一回目の団体
交渉で、提案は撤回となった。
私が今まで説明してきたようなことを

弁護士なら当然分かっているので、「退職
金は今まで通りの制度で続けます」と回答
され、予想以上のスピードで問題が解決し、
なんだか組合の側の方があっけにとられて
しまいました。しかし、これこそが組合の
力なのです。

風通しのよい職場の実現―労使関
係・労使対話の重要性

られるのを止めた。組合があればそう簡単
に下げられないという効果が大きいかな。
そしてもう一つ大事なのは、ものが言

えるようになること。今までは使用者から
の一方通行のコミュニケーション、指示・
通達・通告だったわけですね。不満があっ
ても陰でグチをいうくらい。だけど今後は、
なんでも労使交渉のテーブルに持ち出すこ
とができる。交渉までせずとも、質問した
り意見交換もできる。そういう意味では職
場の風通しはよくなりました。
もちろん使用者の側にしてみれば、内

心は嫌かもしれませんね（苦笑）。
一般論で言えば、何も文句を言わず、黙

って働いてくれたほうが経営する側として
は楽なわけですよ。それが、労働組合が作
られて、あれこれと口を出されるようにな
る、なんていうのはすごく嫌でしょうね。
経営が厳しい、だから退職金の減額を、と
提案すれば、その原因を作ったのは誰です
か？　と突っ込みを入れられる。今までは
ただ、経営が厳しい厳しいと言えば、職員
の賃金を抑えられていたのが、それはでき
なくなる。ですから、非常にやりにくいな
ーと思っているかもしれません。
　でも職員の側からこのことをとらえてみ
れば、言いたいこと、主張したいことを口
にできるようになったということですよ。
そして、そういう風通しのよい職場を作る
ことが最終的には、会社のためにもなりま
す。それは私の経験上から間違いのないこ
とです。
　一例を紹介します。これは、愛和福祉会
という、札幌市内でも大きな社会福祉法人

円満解決でこれを機に労使関係もよく
なって、当初 10 人ぐらいで立ち上げた組
合が、最終的には 150 人ぐらいまでになり
ました。看護師さんたちを中心に、働きや
すい職場づくりの動きが出てきています。
組合があるからといって、給料がどんど

ん上がるとかいうわけではないんですよ。
でも今回の場合もそうですが、まずは下げ
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愛和福祉会の団交

大友恵愛園での時限スト

理事長宅への抗議行動

の団体交渉の写真です。 の写真です。

ここは、組合ができてかれこれ 35年位
ですが、昔は、福祉関係者や福祉の教育関
係者の間では、ここだけは行くもんじゃな
いと言われていました。今風に言えば、と
んでもないブラック企業だったわけです。
それを経営者側の不正をきっかけに組合を
作って、彼ら経営陣を全部追い出したんで
す。社会福祉法人の場合にはそういうこと
ができるのです。そして新しい経営陣でこ
れまで運営してきました。
　この写真は、ちょうど理事長が団交に先
立って挨拶をしているところなんです。私
たちの法人があるのは皆さんのおかげで
す、というようなことを発言している。こ
こまでの労使関係を築き上げてきたので
す。

団体行動権のリアルと、団体行動権
が労働者に認められているわけ

あまり見る機会はないと思うので、労
働三権の三つ目の権利についてもう少し説
明しますね。
　使用者側にプレッシャーをかけると説明
しましたが、争議行為と言います。いわば、
使用者との間でもめることですね。
　この写真は、どちらも、福祉関係の大友
恵愛園という老人ホームでの争議行為で、
２枚目は、理事長宅に押しかけているとき

なぜこんなことをしたのかと言えば、当
時、理事長が、職員のボーナスを一方的に
下げたんですね。ボーナスの支給は規程に
ちゃんと明記されているのに、勝手に削っ
たんです。経営が傾いてるわけでもなんで
もなくて、むしろ、お金が潤沢にある法人
だったのですが、こんなに払うのはもった
いないとでも思ったのか、理事長が一方的
にそういうことをしてきた。それでみんな
が怒って自宅に押しかけて、介護の現場を
ちゃんと見ろ、とか、理事長は退陣せよ、
とか―シュプレヒコールと言うのですが
―高級住宅街で大声で叫んでいるので
す。
繰り返しになりますが、これらは労働

組合による行為だから、犯罪にはならず、
民事上の賠償請求もされないのです。
将来、組合結成の機会があったとき、「有

志の会」とか「親睦会」でもいいのでは？
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と日和って言い出す人がいるかもしれませ
んが、そういう団体でこの写真と同じこと
をしたら全部違法になります。それらと労
働組合とはまったく違う組織なのです。
そして、労働組合がそこまで守られて

いるのはなぜなのかということをみなさん
には繰り返し考えて欲しいのです。労使を
対等にするためなのです。表現としてはよ
ろしくないかもしれませんが、労働者の側
に「武器」を持たせるということですよね。
もちろん、労働組合を作ったって、使

用者の側がやはり強いですよ。給料を上げ

て欲しいと言っても、それがすぐに通るわ
けではない。それでも、労働組合を作れば、
誠実に交渉する義務が使用者側には発生し
ます。給料を上げられないのであればそれ
はなぜなのかをデータなども使いながら労
働者側に説明しなければならなくなる。
そうやって、労使の関係を対等にする

ことが憲法や労働法によって要請されてい
る。
　大野記念病院支部も、組合ができてまだ
半年ちょっとですが、みんなで頑張ってな
んとか組合を維持しているところです。

　労働条件は経営者が一方的に決めることができる、と思っている学生は少なくないのではない
か。しかし労働法はそのようなことを容認していない。とくに問題になるのは、大野記念病院の
ケースのように、今までの労働条件が労働者にとって不利益に変更されるときだ。
　第一に、不利益変更時の就業規則の変更手続きに関して、労働基準法第90条では、「使用者は、
就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場
合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の
過半数を代表する者の意見を聴かなければならない」と定められている。労働者の代表から意見
の聴取が求められているのだ。代表者の選出方法などはｐ23を参照。
　第二に、労働条件（労働契約）の不利益変更に関しては、労働契約法第９条で「使用者は、労
働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容で
ある労働条件を変更することはできない」と規定している。その上で、労働者の同意なく不利益
変更ができる例外を10条で次のように定めている。
「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者
に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、
変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事
情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業
規則に定めるところによるものとする。」
　要するに、労働者が受ける不利益がどの程度であるのか、変更をしなければならない必要性が
どの程度あるのか、変更後の就業規則の内容が妥当なものであるかどうか、そして、ちゃんと労
働者と話し合って合意を得ているかどうか、などなどをクリアして初めて、不利益な変更が可能
になるのだ。
　鈴木さんの講話でも繰り返されているが、労働条件の一方的な不利益変更を労働法は認めてい
ないのだ、ということをアタマに入れておこう。
　ぼーっとしているうちに変更されてしまった、だなんて言ったら、△△ちゃんに怒られるぞ。

【ここがポイント：労働条件の水準問題はもちろん大事だけれども手続き問題も大事】

15



質　疑　応　答

労働相談時の状況や、今回組合員が
増えた理由などを教えてください

川村：ありがとうございました。学生から
の質問に入る前に、私から３点お聞きしま
す。
　将来、学生たちが労働組合に相談をする
機会があるかもしれません。そのときのこ
とを考え、１つ目には、大野記念病院の労
働者からの相談時の状況をもう少しリアル
に伺ってよろしいでしょうか。こうして今、
問題解決までのお話を流れるような展開で
いただいたわけですが、組合結成は 10 人
程度だったということでした。みんな内心
では不安やおそれがあったのか。退職金の
減額提案にはどんな思いだったのでしょう
か。相談に来られたときの労働者の心理状
況などを教えていただきたい。
　２つ目はそれをどのように 150 人まで増

やすことができたのか。組合に加入したい
けれども、加入したら使用者側に目を付け
られるかも、という気持ちになるのは、働
く側の素直な心情だと思うのです。それを
どうやって、150 人まで組合員を増やして
いったのでしょうか。
　３点目は、本筋からそれるようなのです
けども、こういう新規の組合結成時には、
どういう人が労働組合の役員や中心的なメ
ンバーになるのですか。鈴木さんが声をか
けられると思うのですが、そういう人の特
徴などあれば教えていただきたい。

�患者のためにも仕事や職場をもっと
よくしたいという思い、自分たちの
労働条件を守りたいという思い

鈴木：１点目の、最初の労働相談の雰囲気
は、相談者の職業や職場によって様々です。
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相談者は何を不満に思っているのか、そし
て、何をしたいのかを私のほうでも観察を
します。
　話がそれますが、やばいのは、不満があ
るから暴れて社長を脅かしてやれという相
談者です。本人はもう会社を辞めるつもり
で、職場を改善していこうという気持ちは
なく、単に、辞める間際にうちを利用して、
組合を作ろうと相談に来るわけです。不満
分子として―不満分子という言い方をあ
えてしますけれども―組合を作って社長
の困った顔を見たいからとか、騒ぎを起こ
してやりたいからとか、そういうのは困り
ます。
　私は、こういう仕事をやっていながらも、
経営者の立場も分かります。経営者だから
みんなが悪いというわけでは当然ない。団
体交渉権というのはまさに権利であって、
経営の側からすれば非常に恐ろしいもので
す。団体交渉のテーブルに引っ張り出され
て一体何をされるのかと不安になることも
あると思います。だから弁護士をつけたり
社会保険労働士をつける経営者もいるので
しょう。
　いずれにせよ、そういう相談の場合には、
会社を辞めたいのだったらさっさと辞めれ
ばよいのではないか、そんなことでうちを
振り回すのは止めてください、とはっきり
言います。もっとも、それに気が付かない
で振り回されたことは何度もありますよ。
　その点で言えば、大野記念病院の場合は
違いました。患者さんのためにもっといい
仕事がしたい、プロフェッショナルとして
の仕事がしたいという思いを相談者から感

じました。
　相談に来られたのは、看護師さんの中で
も超ベテランの、職場の中心メンバーの人
たちでした。それこそ、それぞれのセクシ
ョンの長になるような人たち、昔の言い方
で言えば婦長さん―今は看護師長さんで
すね―クラスの人たちが中心になって動
いたのです。ですから、彼女たちは、ただ
不満があるとか、あいつが憎たらしいから
とか、そういうので相談に来られたのでは
なく、自分たち自身が何十人もの部下を抱
えていて、今回の退職金減額が実行された
ら、部下たちに対しても申し訳ないという
思いがあるのです。
　看護師さんの場合には、同じ病院で定年
までずっと働き続けることはあまりない。
むしろ職場を渡り歩くことが一般的ではな
いでしょうか。そこそこのベテランになれ
ば、スカウトもあるでしょうし、医療系の
大学で教授に迎えられることもある。です
から、退職は自己都合になるだろうことは
予測がつく。本来 500 万円を受け取れるは
ずだったのが６割支給への不利益変更で
300 万円に減額されれば、その差は 200 万
円です。新車が１台買えますよ。

腹をくくって立ち向かうことができ
るかどうかが組合リーダーの条件

　２つ目と３つ目の質問は、共通する部分
もあるので、まとめて回答します。
　腹をくくることができるメンバーが重要
です。中心メンバーが腹をくくりさえすれ
ば皆はついてきます。ところが中心となる
べき人が、僕ちゃんおっかないなー（笑）
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といった態度では困ります。リーダがびび
っていたらみんなはついてこないけれど
も、逆に、よしっ俺は命をかける、俺は何
をされても戦う、といった態度を示せば、
みんなもついていくんじゃないでしょう
か。
　ベテラン看護師さんが中心になったと先
ほど言いましたが、こういう場合には、男
性よりも女性のほうが腹をくくるというの
が私の経験則です。女性が多い職場や逆に
男性ばかりの職場など、いろいろな職場で
組合を作ってきましたが、男性のほうがず
っと弱い。会社からの脅しや揺さぶり、例
えば、組合を抜けたら課長にしてやるぞと
かね、そういう餌には、男性のほうが飛び
つきやすい。もちろん女性の中にもはんか
くさい人はいますけど、男性と比較する
と、しっかりしている人が割合的に多いと
思う。仲間を裏切らない。
　今回の看護師さんたちも、腹をくくって
いましたから、そうすると部下たちがつい
てくるわけですね。私が組合に入っている
のだからあなたも入りなさい、といった親
分、子分のような関係ですね。
　ですから、皆が尊敬する人―尊敬まで
いかずともあの人が言うことなら間違いな
い、と信頼される人を３役に据える。支部
長、副支部長、書記長ですね。
　労働組合法の専門書には書いていません
が、労働組合も、やはり人です。どれだけ
心を掴めるか、といった観点で選びますね。
中心になる人が 2, ３人いれば 10 人がつい
てくる。そして 10 人が動けば 100 人がつ
いてくる。そしてやはり、いい仕事がした

い、というのは組合の大きなエネルギーに
なると思いますね。

川村：労働組合は人だ、というのは、学生
の皆さんへのメッセージでもありますね。
将来、職場でつらいことがあったときどう
するか、つらい思いで働いている人を前に
どう立ち居振る舞うのか。問題解決の主体
は自分たちなんだよ、という鈴木さんから
のメッセージと受け止めて欲しいですね。
では、学生の皆さんからの質問をお願いし
ます。

労働組合専従職員の仕事の苦労と
やりがい

学生：札幌地域労組では、鈴木さん以外に
労働相談を受けられる方はおられますか。
札幌地域労組の体制を知りたいです。

鈴木：札幌地域労組には私以外にスタッフ
がもう１人います。労働相談に対応するの
はこの２人です。ほかに書記というスタッ
フが２人おり、組織を運営しています。
　実をいうと私たちの職場では、現在、ス
タッフを募集しているところです。新卒で
も既卒の中途採用でも構いません。私自身、
元の職業はバスの運転手ですが、若いころ
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から色々な市民運動などにはかかわってき
ました。皆さんの中で、もし関心があれば
ウチにぜひ応募してほしい。組合の専従と
いうのは、困った人を助ける仕事です。こ
んなにやりがいのある仕事はありません。
　もちろん、大変なことも多いです。うち
の職場も、どこにも負けないぐらいのブラ
ック職場だなと思うときはあります。さき
ほどのような幾つかの案件が並行して入っ
てくることもあります。するとそこに張り
付くことになりますので大変です。１か月、
全く休みを取れないときもあります。
　もちろん、１年中そんな忙しいかという
とそうではありません。ゆとりが少し出て
くれば、逆に、普通の人が働いているよう
な時間帯でも、時間を作って映画を見に行
くこともできます。
　ただ、きついといえばやはりきついのは
事実です。労働者の苦しみに寄り添い一緒
に悩むことにもなるので、メンタル的にも
苦しくなることもあります。

職場のいじめ・パワハラ被害の深刻
さと、証拠確保の重要性

　先週末こういう相談が来ました。
　札幌市内のある会社で働く、障がいを持
つ女性からの相談です。40 ～ 50 代の同僚
の女性たちからいじめに遭っているという
のです。「お前は頭がおかしい」とかなん
とか、いじめるのです。
10 年近くもそういう職場で働き続けて、
ついにメンタルをやられて適応障害になり
休職してしまった。彼女のお父さんが「娘
がこんなにいじめられているのに何とかな

らないのか」と、うちの組合のホームペー
ジを見つけてくれて、それで相談に来られ
た。昨日、一昨日に送った内容証明郵便を
会社側も受け取った頃でしょうか。
　こういう事例は、端的に言えば、会社に
対してヤキを入れることになります。あな
た方はこの人に対してこういういじめ、パ
ワハラをしましたね、と。
　もっとも、こういうときの交渉は、必ず、
会社側は全面否定をしてきます。そんな意
地悪なんてしていませんよ、そう言うなら
証拠でも出してくださいと、会社の開き直
りから始まります。それを私たちも分かっ
ているので、裏をとります。録音です。裏
をとれるかどうかがこの手の争いでは重要
なのです。皆さんも覚えておいてください。
　彼女のケースでも、「録音をしなさい」
とお父さんが助言していました。録音はス
マホでできますよね。彼女も、素知らぬ顔
でスマホで録音をした。そうしたら、「こ
んなやつさっさと辞めればいいんだ」とか、
おばちゃんたちの声がばっちり入っている
わけです。
　ここまでメンタルをやられた以上、彼女
はもう職場で働き続けることはできないで
しょうから、最終的には解決金―働けな
くなった分の慰謝料を支払わせることで解
決をしたいと思っています。
　つい数日前も、自動車販売会社「札幌ト
ヨタ自動車」の整備士が、職場でいじめら
れて最後は自ら命を絶って、お父さんが会
社を訴えた、という事件が報道されていま
したよね。うちにつながった彼女は自殺を
せずに済んだけれども、いじめ・パワハラ
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問題の被害は本当に深刻です。だからこう
いうのはしっかり落とし前をつけて社会的
に制裁を加える。
　そしてもうひとつ大事なのは、彼女のこ
れからの人生に、「泣き寝入りをしなくて
よかった」という思いをつくってあげるこ
とです。

札幌地域労組に来たれ、学生・若者よ

　こんな感じでたくさんの相談が来て、相
談者とある意味一体になるので、メンタル
がやられる労働組合の専従職員は多い。相
談者のことで頭がいっぱいになりますから
ね。
　他方で、私がやはり伝えたいのは、人を
助ける、人を救うという、こういう仕事の
意義です。こういうのは私たちにしかでき
ない仕事だと自負しています。
　彼女の事案も、労働組合に頼らず裁判を
すれば何年もかかるかもしれませんが、労
働組合による交渉だと１回か２回で結論を
出せる、会社が最後は白旗をあげてくると
思います。社会的に公表されると大変だか
ら勘弁してくださいと。だから、大変な仕
事なのですがやりがいはある。レスキュー
隊のように、ヘリからロープで宙づりにな
って人助けするようなイメージでしょう
か。
　専従職員の給与はざっくり言えば、地元
の中小企業の労働条件よりはいいと思いま
す。興味のある人はぜひ問い合わせて欲し
い。
　いや、失敬。求人の話でずいぶんと力が

入ってしまいました（笑）。

実は裁判で訴えられたこともあります

学生：大野記念病院のケースでは、弁護士
さんが良心的であったという事情もあり、
問題がうまく解決されたとのことですが、
逆に、今までで１番ひどかった会社側の対
応や、うまく対応できなかったケースがあ
ればお聞きしたいです。

鈴木：団体交渉で思うようにいかないこと
はあります。むしろそっちのほうが多いん
じゃないかな。作ったけれども潰れちゃっ
たという組合もあります。
　１番とか２番とか順番をつけるのは難し
いけれども、ひどいケースでは、私自身が
訴えられています。私は今までに４回相手
方から訴えられているんです。一度も負け
ずに全部勝ってはいますし、まあ箔がつく
（笑）みたいなところもありますが。
　訴えられた理由というのも理不尽なもの
で、例えば、団体交渉で鈴木がひどいこと
言った、これが名誉棄損にあたるというの
です。これは、ある社会福祉法人のケース
で、うちの組合員をつけ回してあら探しす
るようなことがされていたので、あなた方
がやっているのはゲシュタポだと私が言っ
たのです。ゲシュタポというのは、ナチス・
ドイツにおける秘密警察のことです。
　理事長は意味が分からなかったようで、
ポカーンとしていたのですが、おそらく、
録音を後で弁護士が聞いてこれは名誉棄損
だという判断をしたのではないかな。名誉
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棄損だという理由で 1000 万円だか 2000 万
円だか請求されました。
　ほかには昔、老人ホームの虐待を内部告
発して、新聞やテレビで報道してもらった
のですが、虐待などなかったのに組合がで
っちあげて法人の名誉を棄損したと、これ
も 1000 万円の損害賠償を請求されました。
このときの裁判は、最終的な決着までかれ
これ 10 年ほどかかりましたが、虐待のあ
ったことが立証されて、組合が行った内部
告発に対しても、正当な行為だと逆に評価
をされました。
　そういうわけで、油断をすると向こうか
らも弾が飛んでくることもある、そういう
仕事です（笑）。

素人だけでたたかっては危険です

学生：つい最近、佐野サービスエリアでス
トライキが起こったことについて、いろい
ろな評価がされていますが、鈴木さんのお
考えをお聞きしたいです。

鈴木：この件は、十分な情報を持っていな
いのでなんとも判断しづらいところです。
　先ほど言ったように、ストライキは労働
組合であれば間違いなく免責される行為な

のですが、このケースは当事者主体がそも
そも労働組合なのかどうかがまず分からな
い。地元のユニオンなんかに支援を求める
こともできたのに、どうもそういうわけで
はなさそうだし。従業員による、自然発生
的な抗議にも見える。詳しい情報がないと
なんとも言えないところですけど、二通り
の意見が考えられます。
　悪いほうから先に言えば、あなたたちは
労働組合ではないと判断され、売り上げが
落ちたことに対する損害賠償が一人一人に
求められるという事態です。会社側の弁護
士であれば、そういうことを言ってくる可
能性があります。
　もう一つの考えは、労働組合としての正
式な手続きなどは踏んでいないけれども、
やっている行為は事実上、労働組合の権利
行使だという理解もできなくはない、ちょ
っと苦しいけど。目指したのは自分たちの
労働条件の向上であることは明確ですよ
ね。こういう仕事をやっている私の立場か
らは、要件が多少欠けていたかもしれない
けれども、労働者が自主的に立ち上がって
団結権や団体行動権を行使したのだという
解釈をやはりしたいところです。
　ただ、言えるものなら彼らに言いたいの
は、どこか専門の労働組合に相談して、ち
ゃんとついてもらうことです。素人だけで
エベレストやヒマラヤに登るような、危険
なことをしているのではとちょっと危惧し
ています。
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御用組合（ごようくみあい）には
ご用心

学生：労組結成通告をアポなしで行う場合、
門前払いとかされないのでしょうか。そう
いう経験はありますか。
鈴木：たとえ門前払いされても書類を受け
取られないことはまずありません。守衛さ
んや受付の職員さんでも構わないので、こ
の書類を社長や労務担当の方に渡しておい
てください、と頼んでもよいのです。
　とにかく、組合を作ったことの通知です
から、極端な話、郵送でもいいんです。でも、
できれば訪問して、ある程度話のわかる幹
部たちに直接会って組合結成を伝えたくて
やっています。ほぼ100％会ってくれるか、
受け取ってくれるかはしますよ。
　ただ、悪態や文句は言われることはあり
ます。よくも相談もなく組合を作ったなと
か。でもね、じゃあ相談すればどう対応し
てくれたんですか、と聞きたい。組合を作
りたいのだがと相談して、いいよ、いいよ
という経営者はまずいないでしょう。もし
いるとすればそこで許されているのは、会
社に支配された組合、いわゆる御用組合で
す。皆さんにも関わることなので、少しこ
のことをお話しておきましょう。
　我々のような外部の組合に駆け込まれた
ら厄介だからと「名ばかり組合」を会社に
作っているケースは少なくありません。そ
ういう組合は、労働基準法違反があろうが
全く関与しない。具体的な名前は避けます
けれども、日本の最大手の組合でも実態は
そうですよ。何万人もの組合員がいて、ひ
どいことが起きているのに何もしない。

　最近も、詐欺的な営業活動が組織的に行
われている事例が報道されていましたが、
お客さんをだますような商売をしていなが
ら、会社をとがめることもしない。会社が
悪いのはもちろんですが、組合も何もして
いなかった。
　ですから、会社に相談なしに組合を作り
やがってと思われるかもしれませんが、相
談などなしで組合を作るのは私たちの常識
です。事前に相談したらつぶされるか、会
社の息のかかった別の組合が作られますか
ら。こういうのを第２組合と言います。で
すから逆を言うと、組合結成を成功させる
秘訣は、結成の動きを絶対に会社に漏らさ
ないこと。最初は口の堅い人たちだけで進
めることです。

労働組合がない職場では、職場の代
表者の選出が重要であるにもかかわ
らず、その実態は、、、

学生：感想になるのですが、就業規則の不
利益変更で、労働者側が反対の意見書を提
出しても変更が認められてしまうという話
をお聞きして、なぜそうなっているのか。
使用者側があまりにも有利ではないかと思
いました。

鈴木：とてもよい感想ですね。幾つかのこ
とを補足で説明をします。
　労働基準法、労働契約法、労働組合法の
順に説明します。
　労基法は、部分部分によって罰則があり
ます。強行法規と言います。今回の案件で
ある就業規則に関しては、就業規則変更時
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には労働者側の意見書を出しなさいとなっ
ています。またその際には、労働者を代表
する者、いわゆる過半数代表の選出を義務
づけています。過半数代表の選出、意見書
の作成、労働基準監督署への届け出、そし
て、周知が重要なポイントになります。
　この過半数代表者の選出で代表的なの
は、時間外労働の上限を労使で決める、通
称 36 協定の締結時ですね。
　では、労働者代表はどう選出されること
になっているかと言えば、皆さんこれはめ
ったに見る機会がないと思うのですが、「労
働基準法施行規則」というものがありまし
て、労働者代表の選出は次のように行いな
さいとなっています。

　第６条の二
　２　�法に規定する協定等をする者を選
　　出することを明らかにして実施され
　　る投票、挙手等の方法による手続に
　　より選出された者であつて、使用者
　　の意向に基づき選出されたものでな
　　いこと。

　しかし多くの職場では、実際にはこのよ
うな方法は採られていないと思います。
　過去の労働相談の中でもありましたが、
会社側が勝手に選ぶ、あなたを労働者代表
にしておくからね、と。もっとひどいのは、
そのことを本人にも知らせない。勝手にハ
ンコを押されている。
　ところが、この程度の違法であれば、使
用者は全く罰せられません。監督署も動き
ません。監督署自体のスタッフが十分にい

ないので、こんなことでいちいち取締りな
どは行われない。
　実態は、会社の幹部が朝礼などで「皆さ
ん、今度労働者代表を選出することになり
まして、○○くんでよろしいですか」と言
う。反対の人は手を上げてと言われて、皆
さん、上げられますか？　「では拍手で承
認を」とこれで決まり。これで民主的な手
続きがとられたと評価されるのが現実で
す。裁判で争っても、裁判所はほとんど問
題視しません。
　ですから、労働者代表の選出という最初
の部分から非常に緩いのです。そうして決
まった労働者代表が意見書を出し、監督署
に届け出れば、これで就業規則の変更の手
続きは終了。労働基準法に定められている
と言っても、労働組合がなければ、こんな
感じで決められてしまうことを知っておい
てください。
　大野記念病院の事例でも、退職金規程の
改定に反対です、と過半数代表者が意見書
を出しても、それで止められるわけではな
い。むしろちゃんと手続きはとられたとい
うことで、終わってしまう。
　労働契約法にも、合理的な理由のない不
利益変更はだめです、労働者の同意が必要
だと書いてはあるのですが、残念ながらこ
れは、一種の民法なのです。罰則も何もあ
りません。ですから、文句があるならこれ
を根拠に裁判をしなさいという、やはり労
働組合がなければ絵に描いた餅なのです。
　それに対して労働組合は、団体交渉権が
あり、誠実交渉義務が使用者に課されます。
そして就業規則の不利益変更についても、
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労契法を根拠に使えるわけです。
　労契法第何条にこのことは違反します、
不利益変更はやめてください、と交渉で迫
ることができる。使用者もそう言われれば、
腹の中では「うるさい、この」と思ってい
ても、分かりましたとしか言えない。誠実
に対応しないと、我々は労働委員会に訴え
る。そうすると、誠実に組合の団交に応じ
なさいとか、謝罪文を出しなさいとか、労
働委員会から命令が出されます。まともな
使用者側であれば、そういうことが分かっ
ているから、さすがに馬鹿な対応はしない。
　労働条件決定における労使対等原則も、
こうあるべきだと書いてあるだけで、罰則
はありません。罰則がないものは、労働組
合がなければ役に立たない。ですから繰り
返しになりますが、労働組合が必要。労働
組合を作りさえすれば、労働法を駆使して、
色々なことが出来るのです。
　それから、障害者のいじめの件で示した
ように、こうした駆け込みでの対応もでき
ます。
　困ったときには労働組合に個人加盟でき
るんだよ、ということも覚えていてくださ
い。うちだけでなく札幌市内には、そうい
う個人加盟ができる組合が幾つかありま
す。

辞めてしまってからでは遅い、おか
しいと思ったらそく相談を

　最後に強調しておきたいのは、辞めてし
まってからの相談では遅いということで
す。
　そういう相談は結構あるのです。会社に

いるときはおっかなくて相談できなかった
けど、もう辞めたからと気持ちが楽になっ
て、相談に来る。でも、辞めてしまってか
らの相談では、ほとんどは対応できません。
多額の未払い賃金があって、その証拠もあ
るとかなら、話は別ですが、ほとんどは、
相談に来るのが遅い、辞める前に相談して
欲しかった、というケースです。
　パワハラ、セクハラだって、辞める前の
相談であれば、証拠をきっちりおさえて、
それで色々な対応ができるんです。お金に
置き換えるとすごい違いが出てくるので
す。パワハラ、セクハラに耐えられずに辞
めたとしても、自己都合退職扱いにされま
すから、雇用保険でも不利な扱いを受けて、
３か月間、雇用保険が支給されません。
　でも実態としてこれは自己都合ではあり
ませんよね。実際、こういう場合の退職は、
会社都合の扱いにできるのです。でも、辞
めてしまってからではもう手遅れです。と
にかくもう、何かおかしいと思ったら、我々
のような組合に相談に来て欲しいと思いま
す。

川村：ありがとうございました。
　さて、学生のみなさん、どうでしたか。
法律を含め初めて聞く話も多かったかもし
れませんね。
　就職したら、楽しいことも多いでしょう
が、一方で、辛いことも多いと思う。問題
の解決方法は様々あるでしょうけれども、
労働組合、集団的な労使関係というのは、
自分を殺さずに生きていくためにも重要な
選択肢だと考えています。職場で悪口を言
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われようとも、いじめ・パワハラを受けよ
うとも、我慢して働き続ける、場合によっ
ては自分のほうから辞めていく道もあるで
しょう。あるいは、大野記念病院のケース
でも、自己都合の場合は退職金減額になる
けれども、よその職場ではそうなっている
みたいだし、そもそも自己都合と会社都合
では差があってもしょうがないかのではな
いか、今のご時世で退職金が出るだけマシ
だと思わなきゃ、と自分をだましだまし生

きていくこともできるとは思います。
　でも本当にそれで納得できるのだろう
か。辛くはないのだろうか。日常的にキレ
る人たちが増加している背景には、日本の
多くの職場が、我慢が限界に達するほどの
状況になっているのではないかと思わざる
を得ない。ぜひ皆さんにも、考え続けて欲
しいことです。
　あらためて、鈴木さんに御礼を申し上げ
ます。ありがとうございました。（拍手）
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　自分のことを大事にするから、という視点はもちろんのこと、職場を大事にするか
らこそ、働く条件にこだわり、「発言」をしていく―実際には難しいけれども、そ
のことの重要性が学生のみんなに少しでも伝われば嬉しい、と同時に、労使のそうい
った関係が尊重される社会になって欲しいと思います。（川村）
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